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はじめに 

 

 

本市では、東日本大震災や昨今の自然災害における教訓を踏まえ「結城市地域

防災計画」（以下「地域防災計画」という。）を見直し、令和５年３月に改訂い

たしました。 

地域防災計画では、災害予防、災害応急対策，災害復旧・復興について実施す

べき事項が定められておりますが、大規模災害発生時においては地域防災計画に

よる災害応急対策業務に加えて、優先的に継続すべき通常業務への対応について

も求められております。 

しかしながら、過去の災害では、庁舎の使用不能や停電等による一時的な行政

機能の喪失など深刻な事例も見受けられ、また、甚大な被害により避難所運営や

物資供給に必要なマンパワーの不足が明らかになるなど、行政に対する危機管理

への期待は、ますます高まっております。 

本市においても、地域防災計画に記載する大規模な地震発生（マグニチュード

６．９）を想定し、災害発生時において、市民の生命、身体、財産を保護し、被

害を最小限にとどめ、市民生活への影響を最小限とするよう、迅速に災害応急対

策業務を開始するとともに、最低限の行政サービスを維持しつつ、可能な限り早

期に通常業務を復旧させることを目的として平成３０年に「結城市業務継続計画

（ＢＣＰ）」を策定いたしました。 

 大規模災害では、市の関連施設はもちろんのこと職員自身も被災し、人・物・情

報など利用できる資源が制約を受ける状況下になることが予想されることから、必

要な資源の確保や職員動員の明確化を行い、優先して実施すべき業務を継続してい

くための改定を行いました。 

 

令和５年 月 

結城市長  小 林  栄  
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１ 業務継続計画とは 

業務継続計画（※１）とは、災害時に行政である結城市役所（以下「市役所」という。）

自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある状況下において、優先的に実施

すべき業務（非常時優先業務（※２））を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、

継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、地震等による大規模災害発生時にあっても、

適切な業務執行を行うことを目的とした計画である。 

本市の防災対策を定めた計画としては地域防災計画があり、これを補完して具体的な体制

や手順等を定めたものとしては、各種の災害対応マニュアルがあるが業務継続計画は、これ

らの計画を補完し、又は相まって市役所自身が被災し、資源制約が伴う条件下においても非

常時優先業務の実施を確保するものである。 

 

※１ 業務継続計画：ＢＣＰ：Business Continuity Plan：ビジネスコンティニュイティプラン 

※２ 非常時優先業務：大規模な災害時にあっても優先して実施すべき業務のこと。具体的には、 

災害応急対策業務や早期実施の優先度が高い復旧・復興業務等（これらを「応急業務」と総 

称）のほか、業務継続の優先度の高い通常業務が対象となる。 

 

■図１ 非常時優先業務のイメージ 

 

出典：「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」（内閣府：H28.2） 
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２ 業務継続計画策定の効果 

災害発生時には、業務量が急激に増加し、極めて膨大なものとなるが業務継続計画を策定

（継続的改善を含む。）することにより、非常時優先業務を適切かつ迅速に実施することが

可能となる。 

具体的には、地域防災計画や災害対応マニュアルでは必ずしも明らかでなかった「市役所

も被災する深刻な事態」も考慮した非常時優先業務の執行体制や対応手順が明確となり、非

常時優先業務の執行に必要な資源の確保が図られることで、災害発生直後の混乱で市役所が

機能不全になることを避け、早期により多くの業務を実施できるようになる。 

また、自らも被災者である職員の睡眠や休憩、帰宅など安全衛生面の配慮の向上も期待でき

る。 

 

■図２ 発災後に市が実施する業務の推移 

 

 

出典：「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」（内閣府：H28.2） 

 

※ 時間の経過とともに応急業務は縮小していくが、図２に記載されている以外の復旧・復

興業務が徐々に増加していくことに留意する。 
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３ 地域防災計画との関係 

業務継続計画と地域防災計画との相違点は、次のとおりである。 

業務継続計画と地域防災計画の違い 

 業務継続計画 地域防災計画 

作成主体等 都道府県又は市町村が作成し、自らが

実施する計画である。 

地方防災会議が作成し、都道府県、市

町村、防災関係機関等が実施する計画

である。 

計画の趣旨 発災時に必要資源に制約がある状況下

であっても非常時優先業務を目標とす

る時間・時期までに実施できるように

する（実効性の確保）ための計画であ

る。 

災害対策基本法に基づき、発災時又は

事前に実施すべき災害対策に係る実施

事項や役割分担等を規定するための計

画である。 

行政の被災 行政の被災を想定（庁舎、職員、電力、 

情報システム、通信等の必要資源の被

災を評価）し、利用できる必要資源を

前提に計画を策定する必要がある。 

行政の被災は、必ずしも想定する必要

はないが業務継続計画の策定などによ

る業務継続性の確保等については、計

画に定める必要がある。 

対象業務 非常時優先業務を対象とする（災害応

急対策、災害復旧・復興業務だけでな

く、優先度の高い通常業務も含まれ

る。）。 

災害対策に係る業務（災害予防、災害

応急対策、災害復旧・復興）を対象と

する。 

業務開始目 

標時間 

非常時優先業務ごとに業務開始目標時

間を定める必要がある。（必要資源を

確保し、目標とする時間までに、非常

時優先業務を開始・再開する。）。 

業務開始目標時間は必ずしも定める必

要はない（一部の地方公共団体では、

目標時間を記載している場合も あ

る。）。 

業務に従事 

する職員の 

水・食料等 

の確保 

業務に従事する職員の水・食料、トイ

レ等の確保について検討の上、記載す

る必要がある。 

業務に従事する職員の水・食料、トイ

レ等の確保に係る記載は、必ずしも記

載する必要はない。 

出典：「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」（内閣府：H28.2） 
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４ 業務継続計画の発動・解除 

業務継続計画に基づき、大規模な災害発生時の非常時優先業務を実施する発動基準を次の

ように定める。 

（１）発動基準 

大規模な災害の発生により、市災害対策本部（以下「市本部」という。）が設置され、

市域及び市役所機能に甚大な被害が生じた場合とする。 

災害対策本部設置基準 災害対策本部体制（一般災害、地震災害、風水害） 

 

 

 

 

 

 

（２）発動権限者 

市災害対策本部長（市長）（以下「本部長（市長）」という。）とする。 

なお、本部長（市長）の判断を仰ぐことができない場合は，次の順によりその権限を 

委任したものとする。 

非常時優先業務を実施する発動権限者 

第１順位 第２順位 第３順位 

副市長 総務部長 市民生活部長 

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５２条第１項及び市長の職務代理者を定める規則

（平成１９年結城市規則第２４号）によるものとする｡ 

 

（３）権限の委任 

災害時において、円滑に指揮命令系統を確立し、対処の遅滞を防ぐため、権限を持っ

た職員の参集遅延又は参集不能に備えて、＜権限委任に係る基本的な考え方＞を踏まえ

て、あらかじめ権限の委任について定める。 

＜権限委任に係る基本的な考え方＞ 

１ あらかじめ定められた責任者及び代行者は、本庁に連絡を取り、負傷状況や参集の可能

性等を報告する。 

２ 責任者と連絡が取れない場合は、意思決定に係る権限は、あらかじめ定めた順序で自動

的に代行者に委任する。 

３ 責任者が本庁へ参集できない状況にあっても連絡手段が確保され責任者の指示を仰ぐこ

とが可能な場合は、権限の委任は行わない。 

４ 責任者が有する全ての権限や職務を１人で代行することが困難な場合には、主たる代行

者を定めた後に、従たる代行者を設置し一部の権限や職務を部分的に委任することができ

る。 

５ 同一庁舎内で同時に被災する可能性もあるため、代行者には他の庁舎で勤務している者

も含めることも検討する。 

・ 市内に震度6 弱（6-）以上の地震が発生したとき。 

・ 市に災害救助法による救助を適用する災害が発生し、市本部を設置して、その対策を要 

すると市長が認めたとき。 

・ 市内に相当規模の災害が予想又は発生し、その規模及び範囲等から、市本部を設置して 

その対策を要すると市長が認めたとき。 
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（４）事務局 

市民生活部防災安全課（以下「防災安全課」という。）が事務局となり、発動手続に

関する事務を処理する。 

 

（５）発動の流れ 

①市本部会議において、副本部長（副市長、教育長、消防団長及び消防署長）及び本部

員（各部長）は、市域及び市役所機能の被害状況等を本部長（市長）に報告する。 

②本部長（市長）は、副本部長及び本部員からの報告に基づき、業務継続計画の発動の

要否について決定する。 

③発動が決定された場合、防災安全課は、直ちにその旨を防災関係機関等に通知する。 

④非常時優先業務は、災害の規模や被害の状況、本部会議で決定された対処方針に応じ

て、本計画に基づき実施することとし、各班及び各部で対応体制をとりまとめ、防災安

全課に報告する。 

⑤防災安全課は、業務の実施状況を常に把握し、必要に応じて関係する機関等へ情報を

伝達する。 

 

（６）解除基準 

本部長（市長）は、本市における全ての優先通常業務の再開をもって業務継続計画の

解除を宣言する。 

ただし、本部員は、解除の宣言前であっても応急対策業務の進捗状況に応じて、休止

した通常業務を順次再開させるものとする。 
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５ 想定される大規模災害  

（１）被害想定 

本市で想定される大規模災害は、地震、洪水など各種自然災害等が考えられるが、本

庁舎が最も被害を受ける災害は、中央防災会議が想定し、地域防災計画に記載する「茨

城県南部地震」などが考えられる。 

 

（２）地震被害シミュレーション 

①発生時期  冬 平日 18時00分 

②気象条件  晴れ、ほぼ北西の風，風速2～15m／秒、湿度60% 

③マグニチュード：6.9 

④震源：東経 139°52′39″ 

    北緯  36°18′19″（結城市役所の位置） 

⑤震源の深さ：地上表面より16Km地下 

⑥地震速度の算定方法 Midorikawaの最短距離式 

※以上の条件を基に「簡易型地震被害想定システム（Ver2）」（総務省消防庁消防研究

所）により試算 

 

（３）シミュレーションによる被害想定の結果 

被害のまとめ 

震度 ６ S46年以前 S56年以前 S57年以降 合計 

建築物 

（棟） 

木 造 建 物 7,444 5,749 10,095 23,288 

非 木 造 建 物 807 1,553 3,950 6,310 

合  計 8,251 7,302 14,045 29,598 

被害想定 

死 者 数 13.3人 

出 火 件 数 20.0件 

家 屋 被 害 棟 数 212.8棟 

資料：結城市地域防災計画 
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６ 業務継続計画の特に重要な６要素 

業務継続計画の中核となり、その策定に当たって必ず定めるべき特に重要な要素として以

下の６要素がある。市は、これらの６要素についてあらかじめ定めておくものとする。 

（１）市長不在時の明確な 

  代行順位及び職員の参 

集体制 

市長が不在の場合の職務の代行順位を定める。また、災害時の

職員の参集体制を定める。 

・緊急時に重要な意思決定に支障を生じさせないことが不可欠 

・非常時優先業務の遂行に必要な人数の職員が参集することが

必要 

（２）本庁舎が使用できな 

  くなった場合の代替庁 

舎の特定 

本庁舎が使用不能となった場合の執務場所となる代替庁舎を定

める。 

・地震による建物の損壊以外の理由で庁舎が使用できなくなる

場合もある。 

（３）電気、水、食料等の 

  確保 

停電に備え、非常用発電機とその燃料を確保する。 

また、業務を遂行する職員等のための水、食料等を確保する。 

・災害対応に必要な設備、機器等への電力供給が必要 

・孤立により外部からの水、食料等の調達が不可能となる場合

もある。 

（４）災害時にもつながり 

  やすい多様な通信手段 

の確保 

断線、輻輳等により固定電話、携帯電話等が使用不能な場合で

も使用可能となる通信手段を確保する。 

・災害対応に当たり、情報の収集・発信、連絡調整が必要 

（５）重要な行政データの 

  バックアップ 

業務の遂行に必要となる重要な行政データのバックアップを確

保する。 

・災害時の被災者支援や住民対応にも行政データが不可欠 

（６）非常時優先業務の整 

  理 

非常時に優先して実施すべき業務を整理する。 

・各部門で実施すべき時系列の災害対応業務を明らかにする。 
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（１）市長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 

担当部署【防災安全課】 

現時点の状況 

① 市長の職務代行の順位 

第１順位 第２順位 第３順位 

副市長 総務部長 市民生活部長 

・地方自治法第１５２条第１項及び市長の職務代理者を定める規則によるものとする｡ 

 

 

② 配備体制基準と動員対象職員 

区

分 
体制 発令基準(震災) 発令基準(風水害) 設置組織 動員基準 

準備指令 市内で震度４ 

大雨洪水注意報、竜巻注意 

情報が市内に発表され、危 

険な状態が予想されるとき。 

 ○防災安全課長及び

消防防災係 

警

戒

体

制 

第１事前

配備指令 

市内で震度５弱

以上 

大雨洪水暴風大雪警報が市

内に発表 

必要に応

じて災害

対策連絡

会議 

○市民生活部長、 

防災安全課全員 

 

○勤務時間外に発令

された場合、第２事

前配備体制該当職員

は自宅待機 

第２事前

配備指令 

市内で震度５強 

南海トラフ地震に

関連する情報で大

規模地震発生の可

能性が発表された

とき。 

特別警報が市内に発表 

市域内において相当の被害

が予想されるとき。 

市民生活部長が必要と認め

副市長の承認を得たとき。 

・川島水位観測所の水位が

水防団待機水位（0.0ｍ）に

達したとき。 

災害対策

連絡会議 

○部課長以上の職員

（局地的災害が発生

した場合、対策実施

必要な職員） 

 

○都市建設部応急対

策担当職員 

 

○勤務時間外に発令

された場合、第１配

備体制該当職員は自

宅待機 
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非

常

体

制 

第１ 

配備指令 

市内で局地的災

害発生 

（東海地震警戒宣言） 

市域内において、大規模な

災害が発生する恐れがある

とき。 

本部長が必要と認めたとき。 

・川島水位観測所の水位

が氾濫注意水位(1.1ｍ)

に達したとき。 

災害対策

本部 

○各部係長以上の職

員で、全職員の１/

２（局地的な災害発

生に対し、対策を実

施するために必要な

職員） 

 

○勤務時間外に発令

された場合、第２配

備体制該当職員は自

宅待機 

第２ 

配備指令 

市内で震度６弱

以上 

市域内において、局地的災

害が発生したとき。 

特別警報及び記録的短時間

大雨情報が発表されたとき 

本部長が必要と認めたとき。 

・川島水位観測所の水位が 

避難判断水位(2.4ｍ)に達 

したとき。 

○全職員の２/３

（中規模の災害発生

に対し、市本部の分

掌する対策を実施す 

るために必要な職員） 

 

○勤務時間外に発令

された場合、その他

の全職員は自宅待機 

第３ 

配備指令 

市内で大規模災

害発生 

市内全域にわたって大規模

な災害が発生したとき。 

本部長が必要と認めたとき。 

・川島水位観測所の水位が

氾濫危険水位(3.4ｍ)に達し

たとき。 

・鬼怒川及び田川の決壊の

おそれがあるとき。 

○全職員 

○災害対策連絡会議  副市長・市民生活部長・総務部長・保健福祉部長・産業経済部長・ 

都市建設部長・教育部長・議会事務局長・会計管理者・総務課長・ 

秘書課長・防災安全課長 

 

○市災害対策本部   本部長－市長  副本部長－副市長・教育長・消防団長・消防署長 
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（２）本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定  

担当部署【防災安全課】 

現時点の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の検討事項 

 

 

 

代替庁舎検討用リスト 

施設名 
建
築
年 

（
耐
震
対
応
済
み
の
場
合
○
） 

災害危険度 付帯施設・事務機器等 
同
時
被
災
の
可
能
性
の
あ
る 

災
害
（
無
の
場
合
○
） 

代
替
庁
舎
候
補 

液
状
化 

洪
水
・
内
水 

土
砂 

火
災 

非
常
用
発
電
機
／
燃
料 

通
信
機
器 

情
報
シ
ス
テ
ム 

水
・
食
料
・
ト
イ
レ
等 

の
備
蓄 

事
務
機
器
・
備
品 

かなくぼ総合体

育館 

【鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

地上2階】 

H17 

○ 

 

○ ○ ○ ○ 

〇 

自家発電 

(0.5h) 

(軽油) 

 

無 

(対応可能) 

無 

 

 

無 

(対応可能) 

 

 

有 

･ｺﾋﾟｰ機 

○ ○ 

結城市民情報セ

ンター 

【鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ造地上4階・

地下1階】 

H18 

○ 

 

○ ○ ○ ○ 

 

○ 

自家発電 

(15h) 

(Ａ重油) 

 

無 

(対応可能) 

無 無 

 

有 

･ｺﾋﾟｰ機 

○ ○ 

※災害危険度については、「発生の可能性がない（極めて低い）」「対策が取られている」など 

危険度が低い場合は「○」、危険度が高い場合は「×」とする。 

  

○市本部設置場所として指定している市役所本庁舎が使用不能な場合の代替施設の優先 

順位は以下のとおりとする。 

１ かなくぼ総合体育館 

２ 結城市民情報センター 

※公共施設のうち本部機能を確保できる施設について調査の上、速やかに施設管理者と 

協議を行い、市本部を設置する。 

○（市有施設から選べない場合）県や民間の主な施設のリストを作成する。 
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（３）電気、水、食料等の確保 

担当部署【総務課・契約管財課・防災安全課・生涯学習課・スポーツ振興課】 

 

①  電気【非常用発電機と燃料の確保】 

・市庁舎 

担当部署【契約管財課】 

非常用発電設備 

運転可能時間 １６８時間（７日間） 

燃料備蓄（軽油） 

タンク １７,０００L 

 

担当部署【防災安全課】 

非常用発電機 １台【旧庁舎】 

運転可能時間 約７５時間 

（直流４２時間、軽油３３時間） 

燃料備蓄（軽油） 

タンク １９０Ｌ 

電力供給先 

○防災行政無線モーターサイレン、防災行政無線の移動操作卓 

 

屋外拡声子局 ７８箇所【市内】 

運転可能時間 約７２時間（バッテリー） 
バッテリー 

 

・代替施設（かなくぼ総合体育館） 

担当部署【スポーツ振興課】 

非常用発電機 １台【屋外発電機室】 

発電容量 ４０ＫＶＡ 

運転可能時間 約３０分 

燃料備蓄（軽油） 

タンク  ３０Ｌ 

電力供給先 

○非常用照明のみ 

※発災後約３０分はもつが、その後停止 

（ただし、自家発電では電圧不足のため、情報機器は稼働不可） 

消防設備（警報等）及び非常用照明（各フロアー、廊下、階段）は内蔵バッテリー 

蓄電にて３０分間のみ可動が可能 

 

① 非常用発電機 ② 備蓄燃料槽      ③ 蓄電池設備 
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太陽光発電システム １台【太陽光パネル：南東・南西屋根】 

            【蓄電池：１階北側倉庫２】 

電気容量 ２０Ｋｗ 

パネル枚数：南東４２枚（１０Ｋｗ） 

南西４２枚（１０Ｋｗ） 

太陽光発電量（年度当た

り） 

２４，７３８ｋｗｈ 

ブレーカ設置場所及び使用箇所 

① 防災盤１（防１）：電気室  主幹：５０Ａ 

●防２ 

●アリーナ北西コンセント（３箇所） 

●アリーナ北東コンセント（４箇所） 

●データ収集装置 

② 防災盤２（防２）：事務所西側上  主幹：３０Ａ 

  ●照明（事務所）３箇所 中・南・水銀灯 

  ●防災盤（火報・ＡＭＰ） 

  ●コンセント（事務所内 壁・床） 

  ●データ収集装置 パソコン１台 

  ●予備（単三２００Ｖ） 

③ 太陽光発電用接続箱：アリーナ東天井  主幹：５０Ａ（１５Ａ×４）×２箱 

 

ポータブル発電機 １台【１階倉庫】 

発電容量 ２ＫＶＡ 

運転可能時間 ５．０～８．６時間 

①  ポータブル発電機     
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・代替施設（市民情報センター） 

担当部署【生涯学習課】 

非常用発電機 １台【地下】 

発電容量 ２５０ＫＶＡ 

運転可能時間 １５時間 

燃料備蓄（地下） 

Ａ重油 １，９５０Ｌ 

電力供給先 

○非常用照明（各部屋） 

○階段・廊下 

○非常用コンセント２箇所（最高 ６，０００Ｗ） 

【３階ＩＴ研修室２】 

① 自家発電機 ② 発電機内部    ③ 充電装置      ④ 燃料備蓄 

    

⑤ 非常用コンセント   ⑥ 非常用照明 

   

 

② 水道、下水道、ガス 

・本庁舎【水道】 

担当部署【契約管財課】 

受水槽６㎥、雑用水槽５６㎥ 

 

・本庁舎【下水道】 

担当部署【契約管財課】 

緊急用汚水貯留槽104.9㎥ 

 

・本庁舎【ガス】 

担当部署【契約管財課】 

なし 
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・代替施設（かなくぼ総合体育館）【水道】 

担当部署【スポーツ振興課】 

受水槽２基（２槽式） ２８ ㎥（16 ㎥＋12㎥） 体育館屋外受水槽室 

※停電で揚水ポンプへの供給が止まり、給水できなくなる恐れがある。 

 

① 受水槽（外観） ② 受水槽№１     ③ 受水槽№２ 

    

 

・代替施設（かなくぼ総合体育館）【下水道】 

担当部署【スポーツ振興課】 

※市の下水道へ放水（本管：結城市管理、鹿窪運動公園施設との管理） 

※下水管の損傷で排水できなくなる恐れがある。 

・代替施設（かなくぼ総合体育館）【ガス】 

担当部署【スポーツ振興課】 

屋外ボンベ庫 

・ＬＰＧ：５０kg×４本 

シャワールーム（体育館１階） 

・給湯機は１階１台（シャワー用） 

シャワールーム（野球場内） 

・給湯機は１台（シャワー用） 

 

①  ボンベ庫      ② 給湯設備        
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・代替施設（結城市民情報センター）【水道】 

担当部署【生涯学習課】 

受水槽 ２台【地下】 

雨水利用システム（トイレ用水）【地下】 

容量 

１０㎥（５㎥+５㎥ 上水） 

０．６㎥（雨水） 

※停電で揚水ポンプへの供給が止まり、給水できなくなる恐れがある。 

 

① 受水槽                          

    

 

② 雨水利用システム 

     

 

 

・代替施設（結城市民情報センター）【下水道】 

担当部署【生涯学習課】 

※下水管の損傷で、排水できなくなる恐れがある。 

 

・代替施設（結城市民情報センター）【ガス】 

担当部署【生涯学習課】 

無し 
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③ 食料等の備蓄（結城市職員用） 

・市庁舎 

担当部署【防災安全課】 

○水       なし ※断水時でも利用可能 

            500㎜ペットボトル90本 

○食料      ３７８食（１２６人×３日間） 

○仮設トイレ   なし ※下水道使用不可の状況下でも庁舎内トイレは、使用可能 

○携帯トイレ   なし 

 

・代替施設（かなくぼ総合体育館） 

担当部署【スポーツ振興課】 

○水       なし 

○食料      なし 

○仮設トイレ   １０基（避難所兼用） 

○携帯トイレ   ６９個（避難所兼用） 

※浄化槽トイレ３基：野球場南（40人槽）、野球場内（10人槽）、林間広場（30人槽） 

 

・代替施設（結城市民情報センター） 

担当部署【生涯学習課】 

○水       なし 

○食料      なし 

○仮設トイレ   なし 

○携帯トイレ   なし 
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（４）災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

担当部署【防災安全課】 

現時点の状況 

通信機器の確保 

１ 防災行政無線 

○親局（結城市役所災害対策室無線室）    １局 

○遠隔制御装置（結城消防署）        １局 

○屋外拡声子局              ７８局 

 （再送信子局１局、文字表示版７箇所含む。） 

計             ８０局 

○戸別受信機              ２００台（配備 １９４台，在庫 ６台） 

２ 茨城県防災情報ネットワークシステム（衛星系） 

○衛星電話（結城市役所 防災安全課）３台 ※備え付け 

３ 結城市 

○衛星携帯電話（結城市役所 防災安全課）１台 

４ 結城市 

○停電対応多機能電話 災害対策室５台、防災安全課１台、契約管財課１台、合計７台 

○災害時優先電話（結城市役所２回線、市関連施設８回線） 

５ 結城市 

 ○デジタル簡易無線機 ６７台 

  うち、災害時の持ち出し可能台数 １６台 

６ その他 

○毎年度、防災行政無線の保守点検を実施 

○緊急時連絡先リスト（電話）は毎年４月に作成 

 

今後の検討事項 

○年１回の衛星携帯電話の通信訓練 

○ＩＰ無線の導入検討 

○食料、飲料水の拡充 
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（５）重要な行政データのバックアップ 

担当部署【総務課，各システムの管理課】 

現時点の状況 

【基幹系システム（一般会計）】 

システム名 管理課 内容 バックアップ 

市税管理 税務課 

固定資産税、住民税、法人市民税

等 

ＤＣのサーバ 

申告受付支援 税務課 申告受付、世帯台帳等 ＤＣのサーバ 

滞納管理 収納課 財産情報、処分状況等 ＤＣのサーバ 

住民記録 市民課 住民記録、印鑑登録等 ＤＣのサーバ 

住民基本台帳ネットワーク 市民課 住基連携サーバ ＤＣのサーバ 

選挙（定時） 選管 定時登録、裁判員抽出等 ＤＣのサーバ 

選挙（選挙時） 選管 選挙時登録、期日前投票等 ＤＣのサーバ 

国民年金 保険年金課 収納管理 ＤＣのサーバ 

障害者総合支援 社会福祉課 申請者管理、支給決定等 ＤＣのサーバ 

障害者福祉 社会福祉課 障害者手帳 ＤＣのサーバ 

医療福祉 保険年金課 受給者証 ＤＣのサーバ 

保育料・児童手当等 子ども福祉課 
保育料、児童手当、児童扶養手当

等 
ＤＣのサーバ 

子ども子育て支援 子ども福祉課 支給認定、台帳管理等 ＤＣのサーバ 

健康管理 健康増進課 
検診結果管理、予防接種管理、妊

産婦管理等 
ＤＣのサーバ 

畜犬管理 生活環境課 畜犬登録、予防接種管理 ＤＣのサーバ 

農業行政 農業委員会 農家管理、農地管理等 ＤＣのサーバ 

公営住宅管理 都市計画課 
住宅・入居管理、収納管理、滞納

管理等 
ＤＣのサーバ 

就学事務管理 学校教育課 申請受付処理 ＤＣのサーバ 

要支援者避難行動 社会福祉課 台帳管理、名簿統計処理 ＤＣのサーバ 

契約管理 契約管財課 契約事項、入札・契約管理等 ＤＣのサーバ 

 

【基幹系システム（特別会計）】 

システム名 管理課 内容 バックアップ 

国民健康保険 保険年金課 被保険者証、収納管理等 ＤＣのサーバ 

国民健康保険税 保険年金課 資格管理、滞納管理等 ＤＣのサーバ 

後期高齢者医療制度 保険年金課 収納管理、滞納管理等 ＤＣのサーバ 
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介護保険 介護福祉課 
資格記録、保険料納付、受給者管

理等 
ＤＣのサーバ 

要介護認定 介護福祉課 認定調査情報入力等 ＤＣのサーバ 

介護保険料  介護福祉課 本算定、庁内処理等 ＤＣのサーバ 

介護保険事務処理 介護福祉課 
資格記録、保険料納付、受給者管

理等 
ＤＣのサーバ 

下水道負担金 下水道課 申告、賦課、収納等 ＤＣのサーバ 

水道事業財務会計 水道課 
執行管理、予算編成、決算統計、

固定資産管理等 
ＤＣのサーバ 

 

【情報系システム】 

システム名 管理課 内容 バックアップ 

人事・給与管理 総務課 
人事記録、人事評価、給与計算、

源泉徴収等 
ＤＣのサーバ 

勤休管理 総務課 職員の出退勤管理、休暇の申請等 ＤＣのサーバ 

人事評価 総務課 

組織や業務の目標を明確にし、自

己評価や面談により双方向の評

価 

ＤＣのサーバ 

デスクネッツ 行革・デジタル推進課 
予約管理、メール送受信、スケジ

ュール、ファイルサーバ等 
庁内サーバ 

財務会計 財政課・会計課 
予算編成、執行管理等（公会計、

事業評価を含む。） 
ＤＣのサーバ 

固定資産台帳 財政課 固定資産（施設等）の管理等 庁内サーバ 

公共施設マネジメント 契約管財課 
施設の維持管理、コスト等の入力

による分析データの抽出 

庁内サーバ 

 

 

現状 

○基幹系システム及び情報系システムは、クラウド化が進められており、行政データにつ

いては県内のＤＣ（データセンター）のサーバにてバックアップされている。  

○業務システムのバックアップデータは、庁舎内（各課）に保管している。 

○バックアップの頻度はシステムによって異なるが最短のもので１日に１回である。 

 

 

今後の検討事項 

各管理課共通事項 

○各システムのバックアップデータは、クラウド化等で庁舎外保管の検討が必要である。 

○災害時における非常時優先業務等の実施に当たり必要となる電子及び紙のデータを特定

する。 



- 20 - 

 

○災害時においてシステムが稼働できない場合を想定し、紙データでの業務継続方法につ

いて検討する（例 紙データでの保存など）。 

 

（６）非常時優先業務の整理 

 

① 非常時優先業務の選定基準 

災害により、優先通常業務と災害応急対策業務が中断や遅延が発生した場合における

市民の生命や生活、地域社会への影響について評価し、非常時優先業務を選定した。 

業 

務 
業務開始 

目標時間 
区 

分 
選定基準 

代表的な業務 

（〇災害応急対策業務，●優先通常業務） 

非 

常 

時 

優 

先 

業 

務 

発災～ 

３時間 

以内 

Ｓ 発災後直ちに着手しないと市民の生

命･生活及び財産、又は、社会経済活

動維持に重大な影響を及ぼすため、優

先的に対策を講ずべき業務 

○災害対策本部の設置・運営 

○通信機器等の復旧 

○避難所の開設 

○福祉避難所の開設 

○職員の安否確認 

○災害の現状把握 

○救出救助活動 

○市民への災害広報 

○防災関係機関との連絡調整 等 

１日 

以内 

Ａ 遅くとも発災後１日以内に着手しない

と市民の生命･生活及び財産、又は、

社会経済活動維持に重大な影響を及ぼ

すため、優先的に対策を講ずべき業務 

○協定締結団体への応援要請 

○ライフラインの応急復旧 

○災害ボランティアセンター開設時に係る調整 

○物資集配拠点の設置・運営 

○応急仮設住宅の供給 

●埋葬手続 

●市民の健康管理に関する事務 

●所管施設の安全確認 等 

３日 

以内 

Ｂ 遅くとも発災後３日以内に着手しない

と市民の生命･生活及び財産、又は、

社会経済活動維持に相当の影響を及ぼ

すため、早期に対策を講ずべき業務 

○市民相談窓口の設置 

○支援物資の受付・管理・配分 

○避難所のし尿・ごみの収集 

○消毒資材等の配布・散布 

●住民票、戸籍等の交付 

●家庭ごみの収集 等 

２週間 

以内 

Ｃ 遅くとも発災後２週間以内に着手しな

いと市民の生命･生活及び財産、又

は、社会経済活動維持に相当の影響を

及ぼすため、対策を講ずべき業務 

○生活再建支援業務 

○り災証明書の発行 

○災害廃棄物仮置場の設置・管理 

○産業復旧資金関係業務 

●保健福祉に関する重要業務 

●諸証明の交付 

●学校等の再開検討 等 

１か月 

以内 

Ｄ 発災後１か月以内に着手しないと市民

の生命･生活及び財産、又は、社会経

済活動維持に相当の影響を及ぼすた

め、対策を講ずべき業務 

○災害弔慰金、義援金等の配分 

〇復興計画の策定 

〇住宅復興資金の貸付 

●コミュニティセンター等における業務拡大等 
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そ 

の 

他 

１か月 

以降 

 発災後１か月を超え実施しなくても市

民生活や地域社会に直ちに影響を与え

ないと見込まれる業務 

●市民生活や地域社会への影響が少ないと見込

まれる通常業務 等 

 

 

② 非常時優先業務の対象範囲 

非常時優先業務は、次の業務を対象とした。 

（１）災害応急対策業務 

各班の事務分掌で災害発生時に生じる応急対策業務 

参考：「結城市地域防災計画」 

（２）優先通常業務 

平時に各課が行っている業務で特に継続実施が不可欠な業務 

参考：「結城市行政組織規則、結城市教育委員会事務局処務規則、議会事務局処務

規程、監査委員事務局処務規程、農業委員会事務局の組織及び処務に関する

規程」 
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７ 業務継続計画の策定体制・継続的改善 

（１）業務継続計画の策定体制 

業務継続計画の策定に際しては、全庁的な検討体制とする。検討体制には、非常時優

先業務の所管部署、その実施に必要な資源（庁舎，職員，情報システム等）を所管する

部署、そして業務継続計画のとりまとめを担当する部署をはじめ、全部署が検討に参画

し、非常時優先業務の整理等を行う。 

これは、非常時優先業務の整理や必要資源の配分等を検討する際には、部門を越えた

優先順位等の合意形成が必要となるためである。 

 

（２）業務継続計画の継続的改善 

業務継続計画は、一旦策定すればよいというものではない。計画の実効性を確認し、

高めていくためには、教育や訓練を繰り返し実施していくことが重要であり、そのため

には、教育や訓練の計画等を策定し、これに従い着実に実施することが重要である。 

業務継続に係る訓練には、非常参集訓練、安否確認訓練、非常通信訓練、情報システ

ムのバックアップからの復旧訓練、災害対策本部を対象とした机上訓練・図上訓練など

様々な種類があるが、これらの訓練で明らかになった課題や改善点は、業務継続計画の

改訂で確実に反映させる。 

また、電気、水、食料、人員などの必要資源について点検を行い、平時から設備の増

強、備蓄の促進、人員確保・育成について計画的に実施しておくことも重要である。 

このように、計画策定後も訓練の実施や必要資源の点検等によりＰＤＣＡサイクルを

回し業務継続計画の実効性を高めていく。 
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